
一
般
会
計
は
２
億
６
６
８
１
万
円
の
黒
字

　

一
般
会
計
の
歳
入
総
額
は
１
５
０
億
７
０
７
７

万
円
、
歳
出
総
額
は
１
４
７
億
５
９
０
８
万
円
と

な
り
、
歳
入
歳
出
の
差
引
額
は
３
億
１
１
６
９
万

円
の
黒
字
で
、
翌
年
度
へ
繰
り
越
し
す
べ
き
財
源

４
４
８
８
万
円
を
除
い
た
実
質
収
支
は
２
億
６
６

８
１
万
円
の
黒
字
と
な
り
ま
し
た
。

一
般
会
計
「
歳
入
」
の
特
徴

　
　
　
　
（
国
庫
支
出
金
７
億
９
７
６
１
万
円
減
）

　

歳
入
に
お
い
て
は
、
町
税
が
水
産
業
の
業
績
回

復
に
よ
る
個
人
・
法
人
住
民
税
の
増
や
、
固
定
資

産
税
に
お
け
る
償
却
資
産
の
増
な
ど
に
よ
り
、
町

税
全
体
で
４
０
４
５
万
円
の
増
と
な
り
ま
し
た
。

地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
３
８
７
７
万
円
の
減

と
な
り
ま
し
た
。

　

国
庫
支
出
金
は
、
国
の
24
年
度
補
正
予
算
に
伴

う
「
地
域
の
元
気
臨
時
交
付
金
」
の
減
な
ど
に
よ

り
、
全
体
で
７
億
９
７
６
１
万
円
の
大
幅
減
と
な

り
ま
し
た
。

　

町
債
に
つ
い
て
は
、
交
付
金
事
業
の
減
に
伴

い
、
３
億
４
０
９
０
万
円
の
増
と
な
り
、
歳
入
全

体
と
し
て
は
６
億
１
８
８
７
万
円
の
減
と
な
り
ま

し
た
。

一
般
会
計
「
歳
出
」
の
特
徴

　
　
　
　
　
　
（
公
債
費
３
億
６
７
０
８
万
円
減
）

　

歳
出
で
は
、
人
件
費
、
公
債
費
、
普
通
建
設
事

業
費
な
ど
が
減
少
し
、
維
持
補
修
費
、
補
助
費
、

積
立
金
な
ど
が
増
加
し
ま
し
た
。

　

人
件
費
は
、
退
職
手
当
組
合
特
別
給
付
負
担
金

の
減
に
よ
り
８
９
２
７
万
円
の
減
と
な
り
ま
し

た
。

　

公
債
費
は
、
将
来
に
お
け
る
公
債
費
負
担
を
軽

減
す
る
た
め
に
積
極
的
な
繰
上
償
還
を
実
施
し
ま

し
た
。
過
去
の
繰
上
償
還
の
効
果
も
あ
り
元
利
償

還
金
が
減
少
し
て
お
り
、
３
億
６
７
０
８
万
円
の

減
と
な
り
ま
し
た
。

　

普
通
建
設
事
業
費
の
補
助
事
業
に
お
い
て
は
、

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
事
業
、
宇
出
津
小
学
校
大
規

模
改
修
事
業
な
ど
の
減
に
よ
り
８
億
１
５
２
４
万

円
の
減
、
単
独
事
業
に
お
い
て
は
、
鵜
川
小
学
校

大
規
模
改
造
事
業
な
ど
に
よ
り
２
億
１
３
０
９
万

円
の
増
と
な
り
、
投
資
的
経
費
全
体
で
は
６
億
２

１
５
万
円
の
減
と
な
り
ま
し
た
。

　

維
持
補
修
費
に
つ
い
て
は
、
除
雪
経
費
の
増
に

よ
り
５
０
７
３
万
円
増
と
な
り
ま
し
た
。
補
助
費

に
つ
い
て
は
奥
能
登
広
域
圏
事
務
組
合
負
担
金
の

増
に
よ
り
、４
５
１
８
万
円
の
増
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
基
金
へ
の
積
立
金
が
１
億
４
０
６
９
万

円
の
増
と
な
り
、
歳
出
全
体
と
し
て
は
６
億
７
９

２
６
万
円
の
減
と
な
り
ま
し
た
。

扶助費

公債費

物件費

維持補修費

補助費等

普通建設
　事業費

災害復旧事業費

積立金

人件費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

教育費

公債費

その他（議会費・労働費・
消防費・災害復旧費など）

■歳出目的別決算額の構成■歳出性質別決算額の構成

繰出金等

その他

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

そ
の
他
の
経
費

平
成
26
年
度

決
算
報
告

繰入金・繰越金

諸収入

その他（地方譲与税など）

地方交付税

国庫支出金

県支出金

町債

その他（使用料及び手数料など）

町税

依
存
財
源

自
主
財
源

【財政用語解説】

自主財源：町税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財

産収入、繰入金、諸収入など自主的に収入しうる財源

依存財源：地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲

与税、地方債など、国の意志により定められた額を交付

されたり、割り当てられたりする収入

町税：町民税、固定資産税など、皆さんが納めた税金

繰入金：町の基金からの繰入金 

諸収入：町税の延滞金など他の収入科目に含まれない

収入。

地方交付税：地域間の税源の不均衡を調整し、すべて

の地方公共団体が一定水準の行政サービスを提供でき

るようにするために、国が地方公共団体の一般財源と

して配分する税

国庫支出金・県支出金：各種事業に対する国・県から

の補助金など

町債：資金調達のための長期借入金

人件費：議員報酬、各種委員報酬、特別職給与、職員給、

地方公務員共済組合負担金など

扶助費：社会保障制度の一環として、生活保護法、児童

福祉法、老人福祉法等に基づき、生活を維持するために

支出される経費や各種扶助の経費

公債費：町債の元利償還金及び一時借入金利子の合算額

普通建設事業費：道路、学校等公共用または公用施設

の建設事業に要する経費

物 件 費：人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の

消費的性質の経費の総称。臨時職員の賃金、需用費（消

耗品等）、役務費（郵便料、火災保険等の保険料等）、備品

購入費など

補 助 費：各種団体への補助金や、奥能登クリーン組合

や宇出津総合病院への負担金など

繰出金等：一般会計と特別会計または、特別会計相互

間で支出される経費

平成 26 年度 構成比
（％）

147 億 5908 万円

18 億 3462 万円

11 億 125 万円

32 億 2335 万円

13 億 9262 万円

1 億 8173 万円

19 億 2586 万円

25 億 4583 万円

6 億 4688 万円

17 億 7851 万円

4940 万円

12.4

7.5

21.8

9.4

1.2
13.0

17.2

4.4

12.1

0.3

■歳入決算額の構成

平成 26 年度 構成比
（％）

16 億 7971 万円
1 億 4529 万円8486 万円3 億 9482 万円

81 億 8610 万円

13 億 4322 万円

7 億 1045 万円

21 億 1320 万円

4 億 1312 万円

150 億 7077 万円

0.6
1.0

2.6

54.3

8.9
4.7

14.0

2.7

11.1

平成26年度  決算報告

7903 万円 0.5

平成 26 年度

8 億 1839 万円

構成比
（％）

15.1

18.2

11.1

6.4
2.6

8.6

21.8

 5.5

147 億 5908 万円

22 億 2185 万円

26 億 8975 万円

16 億 3494 万円

9 億 4795 万円

3 億 7653 万円

10.7
15 億 7672 万円

12 億 6960 万円

32 億 2335 万円

平成 25 年度 構成比
（％）平成 25 年度 構成比

（％）平成 25 年度 構成比
（％）

16 億 3926 万円
2 億 655 万円7388 万円4 億 1248 万円

82 億 2487 万円

21 億 4083 万円

8 億 1110 万円

17 億 7230 万円

4 億 838 万円

156 億 8965 万円

0.5
1.3

2.6

52.4

13.6

5.2

11.3

2.6

10.5
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平
成
26
年
度
決
算
に
つ
い
て
、
行
政
活
動
の
た

め
の
お
金
が
ど
こ
か
ら
来
て
何
に
使
わ
れ
た
か
、

そ
の
あ
ら
ま
し
を
公
表
し
ま
す
。

7 億 7278 万円

12.6

16.4

11.5

5.7
3.2

15.1

7.2

23.3 

 5.0

154 億 3834 万円

19 億 4666 万円

25 億 3267 万円

17 億 7902 万円

8 億 8645 万円

4 億 8937 万円

23 億 3143 万円

11 億  954 万円

35 億 9042 万円

154 億 3834 万円

19 億 2389 万円

9 億 9930 万円

35 億 9042 万円

13 億 1567 万円

1 億 3100 万円

18 億 8068 万円

31 億 4798 万円

5 億  620 万円

17 億  859 万円

1 億 3754 万円

12.5

6.5

23.2

8.5

0.8
12.2

20.4

3.3

11.1

0.9

9707 万円 0.6
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■特別会計決算の状況
区　　　分 歳　入 歳　出 差　引

有線放送 2億1323万円 2億1311万円 12万円
国民健康保険（保険事業勘定） 27億1629万円 26億6681万円 4948万円
国民健康保険（直営診療施設勘定） 607万円 607万円 ―万円
後期高齢者医療 3億0358万円 3億0199万円 159万円
介護保険（保険事業勘定） 26億7686万円 26億4198万円 3488万円
介護保険（サービス事業勘定） 1755万円 1755万円 ―万円

■企業会計決算の状況

区　分
経常収支比率
【財政の弾力性】

70％～ 80％→妥当
80％以上→要注意

実質赤字比率
【一般会計等の赤字割合】
13.38％～ 20％→早期健全化基準
20％以上→財政再生基準※ 2

連結実質赤字比率
【全会計の赤字割合】

18.38％～ 30％
　→早期健全化基準
30％以上→財政再生基準※ 2

実質公債費比率
【借金の実質負担割合】

18 ～ 25％→警戒・適正化計画策定
25 ～ 35％→早期健全化基準　
35％以上→財政再生基準

将来負担比率
【一般会計等の将来負担割合】

350％以上→早期健全化基準

H26 年度 86.8％（未発表） ―％（未発表） ―％（未発表） 12.2％（未発表） 77.5％　（未発表）

H25 年度 87.3％（89.6%） ―％　（―%） ―％　（―%） 14.4％（13.2%） 88.8％　（  82.1%）

H24 年度 87.8％（90.3%） ―％　（―％） ―％　（―％） 15.7％（14.0%） 109.4％　（  92.2%）

H23 年度 89.5％（89.5%） ―％　（―％） ―％　（―％） 17.0％（15.0%） 117.9％　（106.0%）

H22 年度 87.4％（89.2％） ―％　（―％） ―％　（―％） 17.9％（15.8％） 124.9％   （117.4％）

H21 年度 94.1％（92.3％） ―％　（―％） ―％　（―％） 18.9％（16.5％） 160.5％   （135.9％）

H20 年度 95.4％（92.9％） ―％　（―％） ―％　（―％） 19.2％（16.9％） 175.4％　（155.8％）

H19 年度 99.7％（94.2％） ―％　（―％） ―％　（―％） 21.1％（14.3％） 208.9％   （163.4％）

H18 年度 99.7％（95.2％） 23.2％（18.3％）

H17 年度 104.7％（93.4％） 22.5％（17.0％）［23.9％］※5

※１（　）内は県内平均値。－％は赤字比率がない　※２実質赤字比率および連結実質赤字比率の早期健全化基準（13.38％、18.38％）は能登町の平成 26 年度標
準財政規模から算出されます　※３早期健全化基準を超えた場合、財政健全化計画の策定が義務付けられます（黄信号）　※４財政再生基準を超えた場合、財政再
生計画の策定が義務づけられます（赤信号）　※５平成 17 年度の実質公債費比率は、制度改正があったため数字は改正前比率、［  ］内が改正後比率

平成 26 年度  決算報告

区　　　分 収　入 支　出 収　支 資金不足比率※ 1 経営健全化基準※ 2

観光施設 4239万円 4239万円 ―万円 ―％ 20.0％
公共下水道事業 5億4250万円 5億4250万円 ―万円 ―％ 20.0％
農業集落排水事業 3億4974万円 3億4974万円 ―万円 ―％ 20.0％
漁業集落排水事業 4056万円 4056万円 ―万円 ―％ 20.0％
浄化槽整備推進事業 4324万円 4324万円 ―万円 ―％ 20.0％
簡易水道事業 5億1384万円 5億1384万円 ―万円 ―％ 20.0％

水道事業
収益的収支 5億1567万円 5億3388万円 △1821万円

―％ 20.0％
資本的収支 2億2814万円 3億8729万円 △1億5915万円

病院事業
収益的収支 25億2465万円 23億6255万円 1億6210万円

―％ 20.0％
資本的収支 2億7055万円 3億8718万円 △1億1663万円

■財政指標から見る能登町の財政状況

 

財
政
状
況
の
特
徴

　

人
件
費
や
公
債
費
、
物
件
費
な
ど
経
常
的
な
支

出
に
充
て
ら
れ
た
、
町
税
や
普
通
交
付
税
な
ど
の

経
常
的
な
一
般
財
源
の
割
合
を
示
す
経
常
収
支
比

率
は
、
86
・
８
％
と
な
り
、０
・
５
ポ
イ
ン
ト
改
善

し
ま
し
た
。
そ
の
主
な
要
因
は
、
歳
入
面
で
は
町

税
の
増
で
あ
り
、
歳
出
面
に
お
い
て
は
、
人
件
費

の
減
と
繰
上
償
還
実
施
の
効
果
に
よ
る
公
債
費
の

減
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

町
全
体
の
借
金
（
公
債
費
）
の
実
質
負
担
割
合

を
示
す
実
質
公
債
費
比
率
は
12
・
２
％
と
２
・
２

ポ
イ
ン
ト
改
善
し
、
町
の
一
般
会
計
等
が
将
来
負

担
す
べ
き
実
質
的
な
負
債
の
負
担
割
合
を
示
す
将

来
負
担
比
率
も
、
77
・
５
％
と
11
・
３
ポ
イ
ン
ト

改
善
し
ま
し
た
。

　

平
成
26
年
度
決
算
に
基
づ
く
財
政
指
標
は
、
い

ず
れ
も
早
期
健
全
化
基
準
を
下
回
り
、
能
登
町
の

財
政
状
況
は
「
健
全
段
階
」
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

し
か
し
、
自
主
財
源
に
乏
し
く
、
地
方
交
付
税
な

ど
に
依
存
す
る
当
町
の
財
政
は
、
国
の
制
度
改
正

な
ど
に
大
き
く
影
響
を
受
け
る
状
況
で
す
。
27
年

度
か
ら
は
、
地
方
交
付
税
を
旧
町
村
単
位
で
計
算

す
る
「
合
併
算
定
替
」
が
５
年
間
で
段
階
的
に
削

減（
約
9
億
円
）さ
れ
る
ほ
か
、
28
年
度
か
ら
は
平

成
27
年
国
勢
調
査
に
よ
る
算
定
基
礎
人
口
の
減
な

ど
、
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
で
す
。
大
型
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
実
施
に
よ
る
公
債
費
増
が
見
込
ま
れ
る
な

ど
厳
し
い
財
政
状
況
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
今
後
も
合
併
し
た
ス
ケ

ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
、
一
つ
の
町
と
し
て
適

正
な
財
政
規
模
と
な
る
よ
う
行
政
改
革
大
綱
、
定

員
適
正
化
計
画
を
推
進
し
、
事
務
事
業
の
見
直
し

や
行
政
組
織
の
改
編
、
将
来
を
見
据
え
た
公
共
施

設
等
の
統
廃
合
を
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※１「―％」は、資金不足比率がない　※２基準を超えた場合、個別外部監査契約に基づく監査が義務付けられる

第 4回

定例
　会議

議
会

能
登
町
議
会
第
4
回
定
例
会
議
は
、

9
月
7
日
に
開
会
し
ま
し
た
。
会

期
を
15
日
ま
で
の
9
日
間
と
定
め
、
平
成

27
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
や
条
例
改
正

な
ど
議
案
8
件
、
平
成
26
年
度
決
算
の
認

定
13
件
が
上
程
さ
れ
ま
し
た
。

　

持
木
町
長
が
議
案
の
提
案
理
由
を
述

べ
、
議
案
は
各
常
任
委
員
会
に
、
決
算
認

定
は
設
置
さ
れ
た
決
算
特
別
委
員
会
に
付

託
さ
れ
ま
し
た
。

　

15
日
に
行
わ
れ
た
採
決
で
は
、
議
案
8

件
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
、そ
の
後
、

議
会
議
案
3
件
が
追
加
さ
れ
原
案
の
と
お

り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

■
可
決
さ
れ
た
議
案
：
8
件

（
平
成
27
年
度
補
正
予
算
：
5
件
）

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
▽
宇
出

津
新
港
に
建
設
予
定
の
水
産
物
加
工
処
理

施
設
の
実
施
設
計
費
の
追
加
、道
の
駅「
桜

峠
」
の
増
改
築
費
、
テ
ニ
ス
資
料
館
建
設

費
な
ど
を
追
加
。

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）

介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

簡
易
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

能
登
町
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て
▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
開
始
に
伴
い
、
個
人
情
報
の
適
正
な

使
用
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の

能
登
町
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て
▽
個
人
番
号
通
知
カ
ー

ド
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
再
発
行
手
数
料

等
を
規
定

能
登
町
子
ど
も
医
療
費
給
付
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
▽

子
ど
も
医
療
費
の
対
象
年
齢
を
18
歳
に
拡

大■
可
決
さ
れ
た
議
会
議
案

能
登
町
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
に
つ
い
て

事
務
検
査
に
関
す
る
決
議
に
つ
い
て
▽
地

方
自
治
法
第
98
条
第
1
項
に
規
定
さ
れ
て

い
る
事
務
検
査
に
関
す
る
議
会
の
権
限
を

決
算
特
別
委
員
会
に
委
任

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
に
対
す
る
医
療
費

助
成
の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
に

つ
い
て

地
方
創
生
に
係
る
新
型
交
付
金
等
の
財
源

確
保
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

■
採
択
さ
れ
た
陳
情
、
請
願

小
間
生
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

の
建
設
に
関
す
る
請
願
書

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
に
対
す
る
医
療
費

助
成
の
拡
充
に
関
す
る
陳
情
書

■
選
挙

奥
能
登
ク
リ
ー
ン
組
合
議
会
議
員
の
補
欠

選
挙
に
つ
い
て
▽
指
名
推
選
に
よ
り
久
田

良
平
議
員
を
選
任

■決算特別委員会

　市濱　等（委員長）

　酒元法子（副委員長）

　田端雄市

　金七祐太郎

　小路政敏

　南　正晴

10

循環型社会を目指そう　10 月は３Ｒ推進月間

　3R とは、リデュース・リユース・

リサイクルを指します。10 月は、

3R 推進に関する理解と協力を求め

る「3R 推進月間」です。循環型社

会の形成に向けた取組を推進するた

め「環境にやさしい買い物キャン

ペーン」の実施など、環境省を含

む関係省庁、地方公共団体、関係団体による取組、行

事が行われます。資源の有効利用やごみの減量化につ

いてご協力をお願いします。

コマメちゃん

Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）ゴミを減らす・発生抑制
　・必要のないものは買わない
　・食べ残しをしない
　・マイバッグを持参し、お店からレジ袋をもらわない
Ｒｅｕｓｅ（リユース）繰り返し使う・再使用
　・壊れてしまった家具やおもちゃなどは、修理して
　使い、すぐに捨てない。
　・できるだけ詰め替えのできる商品を選ぶ。
Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）再生利用・再資源化
　・ゴミを捨てるときは、ルールを守り分別する。
　・リサイクル商品を選ぶように心がける。


